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現行制度 新制度

教
え
て
！

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」シ
リ
ー
ズ　

第
１
弾

　

新
制
度
で
は
、
幼
稚
園
・
保
育

所
（
園
）
に
加
え
て
、
認
定
子
ど

も
園
の
普
及
を
図
る
と
共
に
、
新

た
に
市
の
認
可
事
業
と
し
て
３
歳

未
満
の
子
ど
も
を
預
か
る
地
域
型

保
育
を
新
設
し
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
他
、
地
域
子
育
て

支
援
拠
点
・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

な
ど
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
子
育

て
支
援
を
充
実
し
て
い
き
ま
す
。

【
幼
稚
園
】

対
象　

満
３
歳
〜
就
学
前
児
童

内
容　

小
学
校
以
降
の
教
育
の
基

礎
を
つ
く
る
た
め
の
幼
児
期
の

教
育
を
行
う
学
校

【
保
育
所
（
園
）】

対
象　

就
学
前
児
童

内
容　

就
労
な
ど
の
た
め
家
庭
で

保
育
で
き
な
い
保
護
者
に
代
わ
っ

て
保
育
す
る
施
設

【
認
定
こ
ど
も
園
】

対
象　

就
学
前
児
童

内
容　

教
育
と
保
育
を
一
体
的
に

行
う
施
設

【
地
域
型
保
育
】

対
象　

満
３
歳
未
満

内
容　

少
人
数
の
単
位
で
子
ど
も

を
預
か
る

①
家
庭
的
保
育　

少
人
数
（
５
人

以
下
）
を
対
象
に
保
育
を
実
施
。

②
小
規
模
保
育　

少
人
数
（
６
〜

19
人
）
を
対
象
に
保
育
を
実
施
。

③
事
業
所
内
保
育　

会
社
の
事
業

所
の
保
育
施
設
な
ど
で
、
従
業

員
の
子
ど
も
と
地
域
の
子
ど
も

を
一
緒
に
保
育
を
実
施
。

④
居
宅
訪
問
型
保
育　

個
別
の
ケ

ア
が
必
要
な
場
合
な
ど
に
、
依

頼
者
の
自
宅
で
１
対
１
の
保
育

を
実
施
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
子
育
て
支
援
課
☎
㉕
１
１
２
８

　

平
成
27
・
28
年
度
の
建
設
工
事

請
負
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

の
定
期
申
請（
新
規
・
更
新
）の
受

け
付
け
を
埼
玉
県
及
び
県
内
自
治

体
と
共
同
で
行
い
ま
す
。
現
在
登

録
し
て
い
る
人
も
更
新
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
申
請
の
窓
口
は
埼
玉
県

入
札
審
査
課
共
同
受
付
窓
口
と
な

り
ま
す
。

　

物
品
・
印
刷
・
業
務
委
託
等
に

係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
は
、

今
後
、
広
報
紙
及
び
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

新
規
申
請

受
付
期
間　

　

９
月
12
日
㈮
〜
10
月
10
日
㈮

申
請
方
法　

受
付
期
間
内
に
申
請

書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
下
記
へ
郵
送
（
当
日
消
印

有
効
、
持
参
不
可
）

　

更
新
申
請

受
付
期
間

①
設
計
・
調
査
・
測
量
、
土
木
施

設
維
持
管
理

　

10
月
14
日
㈫
〜
11
月
14
日
㈮

②
建
設
工
事　

　

10
月
14
日
㈫
〜
11
月
28
日
㈮

※
①
と
②
の
更
新
申
請
を
同
時
に

申
請
す
る
場
合
は
、
11
月
14
日
㈮

ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
方
法　

電
子
入
札
共
同
シ
ス

テ
ム
に
よ
る
電
子
申
請
を
行
い
、

関
係
書
類
を
左
記
へ
郵
送
（
当

日
消
印
有
効
、
持
参
不
可
）

《
新
規
・
更
新
共
通
》

入
札
参
加
資
格
有
効
期
間　

　

平
成
27
年
４
月
１
日
〜
平
成
29

年
３
月
31
日

郵
送
先　

〒
３
３
０―

９
３
０
１

　

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高

砂
３―

15―

１

　

埼
玉
県
入
札
審
査
課
審
査
担
当

（
建
設
工
事
）
宛

※
申
請
書
類
、
申
請
方
法
な
ど
の

詳
細
は
県
入
札
審
査
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

★
財
政
課
☎
㉕
１
１
６
５
、
埼
玉

県
入
札
審
査
課
☎
０
４
８―

８

３
０―

５
７
７
１

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
と
は

　

幼
児
期
の
学
校
教
育
・
保
育
や
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
総
合

的
に
推
進
す
る
た
め
の
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」
が
平
成
27
年

４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。
新
制
度
の
ス
タ
ー
ト
に
向
け
て
、

制
度
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。
今
回
は
、
制
度
が
ど
う
変
わ

る
の
か
を
、次
回
は
、新
制
度
の
利
用
の
流
れ
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
27
・
28
年
度
建
設
工
事
請
負
等

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
の
定
期
申
請（
新
規
・
更
新
）の

受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

現行制度と新制度の比較

幼稚園

認定こども園

幼稚園

認定こども園

保育園

家庭保育室 小規模保育事業

居宅訪問型保育

事業所内保育
（給付対象）

【県所管】
私学助成

【市所管】

施設型給付
（委託費）

（給付対象施設・事業）

地域型
保育給付

【県所管】

私学助成

【市所管】

保育所運営費

市委託事業

保育園

幼稚園

事業所内保育所

認可外保育施設

事業所内保育所（給付対象外）

認可外保育施設

家庭的保育
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平成26年度の税制改正について

★課税課☎㉕１１２２・１１２３

　地方税法の改正に伴う平成26年度の税制改正のうち、市税に関する主なものについてお知らせします。
①給与所得控除の改正（給与所得控除の上限設定）
　これまでの給与所得控除は、給与収入に応じて控除額が増加していく仕組みとなっており、上限はありません
でしたが、平成26年度以後につきましては、下表のとおり上限が設けられます。

②法人市民税法人税割の税率の改正
　地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を目的とした「地方法人税」（国税）が創設されたことに
より、10月１日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率が9.7％（現行12.3％）へ引き下げられます。
③軽自動車税の税率の改正
【平成27年度から施行】
　平成27年度以後に初めて車両番号を取得する三輪以上の軽自動車の税率が、乗用の自家用車は1.5倍、その
他は約1.25倍にそれぞれ引き上げられます。また、二輪車等の税率は約1.5倍（最低税率2,000円）、小型特殊
自動車農耕作業用以外は約1.25倍にそれぞれ引き上げられます。

【平成28年度から施行】
・重課税率：軽自動車税の税率の特例
　車両番号を初めて取得してから13年を経過した、環境に負荷のかかる三輪以上の軽自動車（電気自動車等を
除く）について税率の特例が適用されます。この税率を重課税率といいます。
　平成14年以前に初めて車両番号を取得した車両は、平成28年度から重課税率が適用となります。
＊軽自動車の登録年数については、車検証の「初度検査年月」の欄で確認できます。

給与等の収入額 給与所得控除額
（平成26年度～平成28年度）

給与所得控除額
（平成29年度）

給与所得控除額
（平成30年度）

1,000万円超　
1,200万円以下 給与等の収入額×５%+170万円

給与等の収入額×５%+170万円

220万円（上限額）1,200万円超　
1,500万円以下 230万円（上限額）
1,500万円超　 245万円（上限額）

※新税率は、平成27年４月１日以後に初めて車両番号を取得する車両から適用されます。

○三輪以上の軽自動車の税率
車　　種 現行税率 新税率（※）
三輪車 3,100円 3,900円

四輪車
乗用 営業用 5,500円 6,900円

自家用 7,200円 10,800円

貨物 営業用 3,000円 3,800円
自家用 4,000円 5,000円

○原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車の税率
車　　種 改正前 改正後

原動機付自転車

第一種（50cc以下） 1,000円 2,000円
第二種乙（50cc超90cc以下） 1,200円 2,000円
第二種甲（90cc超125cc以下） 1,600円 2,400円
ミニカー（20cc以上50cc以下）2,500円 3,700円

軽二輪 （125cc超250cc以下） 2,400円 3,600円
小型二輪 （250cc超） 4,000円 6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
農耕作業用以外 4,700円 5,900円

車　　種 現行税率 重課税率
三輪車 3,100円 4,600円

四輪車
乗用 営業用 5,500円 8,200円

自家用 7,200円 12,900円

貨物 営業用 3,000円 4,500円
自家用 4,000円 6,000円


